
須賀川市水防計画 新旧対照表 
 

(1/51） 

 

 

修正後 修正前 

第１章  総    則 

 

第１節 目  的 

この水防計画は、水防法（昭和24(1949)年法律第193号）第４条の規定に

基づき、福島県知事から指定水防団体に指定された須賀川市が、同法第１条

に規定する、洪水、雨水出水に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによ

る被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的として、同法第33

条第１項の規定に基づき、福島県の水防計画に応じて定めるものである。 

なお、この計画は、須賀川市地域防災計画一般災害対策計画第２章災害応

急対策計画の部門別計画として、水防活動に関する事項について、水防法第

33条第２項の規定により、市町村防災会議の審議を経て定めるものである。 

 

第２章  水 防 組 織 

 

第１章  総    則 

 

第１節 目  的 

この水防計画は、水防法（昭和24(1949)年法律第193号）第４条の規定に

基づき、福島県知事から指定水防団体に指定された須賀川市が、同法第33条

第１項の規定に基づき、須賀川市の地域にかかる河川、湖沼の洪水等の水災

に対処し、その被害を軽減することを目的とする。を目的として、同法第33

条第１項の規定に基づき、都道府県の水防計画に応じて定めるものである。 

なお、この計画は、須賀川市地域防災計画一般災害対策計画第２章災害応

急対策計画の部門別計画として、水防活動に関する事項について、水防法第

33条第２項の規定により、市町村防災会議の審議を経て定めるものである。 

 

第２章  水 防 組 織 
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修正後 修正前 

第１節 水 防 本 部 

 

（略） 

 

１ 設置基準 

以下の⑴から⑸に示す事態が生じたときに設置する。 

⑴ 以下に示す気象業務法の定めに基づく警報又は注意報が発表され、

甚大な被害をもたらす災害が発生し、又は発生するおそれがあると

き。 

 

（略） 

 

第２節 本 部 組 織 

 １ 本部組織編制 

第１節 水 防 本 部 

 

（略） 

 

１ 設置基準 

以下の⑴から⑸に示す事態が生じたときに設置する。 

⑴ 以下に示す気象業務法の定めに基づく警報又は注意報が発表され 

たと 

き。 

 

（略） 

 

第２節 本 部 組 織 

 １ 本部組織編制
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須賀川市水防本部組織編成表

部名 班名 (班長)

(部長)

災害対策本部
企画政策課班 (企画政策課長)

本部長
企画政策部

　副市長 行政管理課班 (行政管理課長)

　教育長 総務部 人事課班 (人事課長)

秘書広報課班 (秘書広報課長)
　市長

(企画政策部長) 情報政策課班 (情報政策課長)
副本部長

(税務課長)
　財務部長

(財務部長) 収納課班 (収納課長)
　市民協働推進部長

本部員 (総務部長) 市民安全課班 (市民安全課長)

　企画政策部長
財政課班 (財政課長)

　総務部長
財務部 税務課班

　文化交流部長 市民協働推進課班 (市民協働推進課長)

　市民福祉部長 市民協働推進課
関係各施設班

(各施設の長)

　経済環境部長
生涯学習スポーツ課班 (生涯学習スポーツ課長)

　建設部長

　議会事務局長 長沼図書館班 (長沼図書館長)

　教育部長 岩瀬図書館班 (岩瀬図書館長)

市民協働推進部 生涯学習スポーツ課
関係各施設班

(各施設の長)　上下水道部長
(市民協働推進部長)

　会計管理者 中央図書館班 (中央図書館長)

現地災害対策本部

現地災害対策本部長、同副本部
長、同本部員その他職員には、災
害対策本部長が指名する者をもっ
て充てる。

社会福祉課班 (社会福祉課長)

社会福祉課
関係各施設班

(各施設の長)

　須賀川地方広域消防組合消防長
文化交流部 文化振興課班 (文化振興課長)

　須賀川警察署長
(文化交流部長) 文化振興課

関係各施設班
(各施設の長)　須賀川市消防団長

長寿福祉課班 (長寿福祉課長)

長寿福祉課
関係各施設班

(各施設の長)

市民福祉部 保険年金課班 (保険年金課長)

観光交流課班 (観光交流課長)

観光交流課
関係各施設班

(各施設の長)

岩瀬市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ班 (岩瀬市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ所長)

農政課班 (農政課長)

経済環境部 商工課班 (商工課長)

(市民福祉部長) 健康づくり課班 (健康づくり課長)

市民課班 (市民課長)

長沼市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ班 (長沼市民ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ所長)

(建設部長) 都市計画課班 (都市計画課長)

経営課班 (経営課長)

上下水道部 水道施設課班 (水道施設課長)

(経済環境部長) 環境課班 (環境課長)

道路河川課班 (道路河川課長)

建設部 建築住宅課班 (建築住宅課長)

(会計管理者)
教育総務課班 (教育総務課長)

教育部 学校教育課班 (学校教育課長)

(上下水道部長) 下水道施設課班 (下水道施設課長)

会計部 会計課班 (会計課長)

こども課
関係各施設班

(各施設の長)

議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局の職員について
は、必要に応じ本部長が要請するものとする。

(教育部長) 各小中学校班 (各学校長)

岩瀬学校給食ｾﾝﾀｰ班 (　所長)

こども課班 (こども課長)

 
 

 

（略） 
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修正後 修正前 

２ 任務分担表 

部名 

（部長） 

班名 

（班長） 
分掌事務 

企画政策部

（企画政策

部長） 

企画政策課班 

（企画政策課

長） 

１ 新聞発表、ラジオ放送、テレビ放送及びホ

ームページ等による広報活動に関すること。 

２ 広報車による広報活動の支援に関するこ

と。 

３ 部内の各班との連絡調整に関すること。 

４ 部内の他班の所掌に属さない事項。 

５ 特命による重要事項の調整に関すること。 

６ その他応急対策に関すること。 

秘書広報課班 

（秘書広報課

長） 

１ 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 

２ 災害写真の撮影、収集、記録等に関するこ

と。 

３ その他応急対策に関すること。 

情報政策課班 

（情報政策課

長） 

１ 通信環境の確保に関すること。 

２ その他応急対策に関すること。 

総務部 

（総務部

長） 

行政管理課班 

（行政管理課

長） 

１ 市議会との連絡及び市議会提出資料に関す

ること。 

２ 市庁舎の電源及び電話回線の確保に関する

こと。 

３ 市庁舎の被害の調査及び応急復旧に関する

こと。 

４ 庁用自動車の配車に関すること。 

５ 広報車による広報活動の調整に関するこ

２ 任務分担表 

部名 

（部長） 

班名 

（班長） 
分掌事務 

企画政策部

（企画政策

部長） 

企画政策課班 

（企画政策課

長） 

１ 新聞発表、ラジオ放送、テレビ放送及びホ

ームページ等による広報活動に関すること。 

２ 広報車による広報活動の支援に関するこ

と。 

３ 部内の各班との連絡調整に関すること。 

４ 部内の他班の所掌に属さない事項。 

５ 特命による重要事項の調整に関すること。 

６ その他応急対策に関すること。 

秘書広報課班 

（秘書広報課

長） 

１ 本部長及び副本部長の秘書に関すること。 

２ 災害写真の撮影、収集、記録等に関するこ

と。 

３ その他応急対策に関すること。 

       

       

  

                 

                 

総務部 

（総務部

長） 

行政管理課班 

（行政管理課

長） 

１ 市議会との連絡及び市議会提出資料に関す

ること。 

２ 市庁舎の電源及び電話回線の確保に関する

こと。 

３ 市庁舎の被害の調査及び応急復旧に関する

こと。 

４ 庁用自動車の配車に関すること。 

５ 広報車による広報活動の調整に関するこ
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修正後 修正前 

と。 

６ 部内の各班との連絡調整に関すること。 

７ 部内の他班の所掌に属さない事項。 

８ その他応急対策に関すること。 

人事課班 

（人事課長） 

１ 災害時における職員の動員及び調整に関す

ること。 

２ 職員の非常招集に関すること。 

３ 他の自治体等との間の職員派遣に関するこ

と。 

４ その他応急対策に関すること。 

市民安全課班 

（市民安全課

長） 

１ 防災会議に関すること。 

２ 本部長の命令の伝達に関すること。 

３ 本部の庶務に関すること。 

４ 気象情報の受信及び通報に関すること。 

５ 災害救助法（昭和22(1947)年法律第118号）

の適用及び実施に関すること。 

６ 公用令書の発行及びこれに伴う補償に関す

ること。 

７ 自衛隊の派遣要請に関すること。 

８ 警察署との連絡に関すること。 

９ 須賀川地方広域消防組合との連絡に関する

こと。 

10 り災証明書の発行に関すること（災害対策

本部を設置し、全庁体制となる災害を除

く。）。 

11 災害の情報の収集に関すること。 

12 被害状況の結果整理及び報告に関するこ

と。 

６ 部内の各班との連絡調整に関すること。 

７ 部内の他班の所掌に属さない事項。 

８ その他応急対策に関すること。 

人事課班 

（人事課長） 

１ 災害時における職員の動員及び調整に関す

ること。 

２ 職員の非常招集に関すること。 

３ 他の自治体等との間の職員派遣に関するこ

と。 

４ その他応急対策に関すること。 

市民安全課班 

（市民安全課

長） 

１ 防災会議に関すること。 

２ 本部長の命令の伝達に関すること。 

３ 本部の庶務に関すること。 

４ 気象情報の受信及び通報に関すること。 

５ 災害救助法（昭和22(1947)年法律第118号）

の適用及び実施に関すること。 

６ 公用令書の発行及びこれに伴う補償に関す

ること。 

７ 自衛隊の派遣要請に関すること。 

８ 警察署との連絡に関すること。 

９ 須賀川地方広域消防組合との連絡に関する

こと。 

10 り災証明書の発行に関すること（     

生活再建支援法適用となる災害を除 

く）。 

11 災害の情報の収集に関すること。 

12 被害状況の結果整理及び報告に関するこ
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と。 

13 危機管理における庁内調整に関すること。 

財務部 

（財務部

長） 

財政課班 

（財政課長） 

１ 災害応急対策費の予算措置に関すること。 

２ 部内の各班との連絡調整に関すること。 

３ 部内の他班の所掌に属さない事項。 

４ その他応急対策に関すること。 

税務課班 

（税務課長） 

１ 被災住宅の調査に関すること。 

２ り災証明書の発行に関すること（災害対策

本部を設置し、全庁体制となる災害に限

る。）。 

３ 被災証明書の発行に関すること。 

４ その他応急対策に関すること。 

収納課班 

（収納課長） 

市民協働推

進部 

（市民協働

推進部長） 

市民協働推進課

班 

（市民協働推進

課長） 

１ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

２ 所管施設の被害調査及び応急復旧に関する

こと。 

３ 各コミュニティセンター管内の災害情報収

集に関すること。 

４ 部内の各班との連絡調整に関すること。 

５ 部内の他班の所掌に属さない事項。 

６ その他応急対策に関すること。 

市民協働推進課 

関係施設班 

（各施設の長） 

１ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ 所管施設が避難所となった場合の設営等の

協力に関すること。 

４ 各コミュニティセンターにあっては、管内

と。 

13 危機管理における庁内調整に関すること。 

財務部 

（財務部

長） 

財政課班 

（財政課長） 

１ 災害応急対策費の予算措置に関すること。 

２ 部内の各班との連絡調整に関すること。 

３ 部内の他班の所掌に属さない事項。 

４ その他応急対策に関すること。 

税務課班 

（税務課長） 

１ 被災住宅の調査に関すること。 

２ り災証明書の発行に関すること（     

    生活再建支援法適用となる災害に限

る）。 

３ 被災証明書の発行に関すること。 

４ その他応急対策に関すること。 

収納課班 

（収納課長） 
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の災害情報の収集及び報告に関すること。 

５ その他応急対策に関すること。 

生涯学習スポー

ツ課班 

（生涯学習スポ

ーツ課長） 

１ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ その他応急対策に関すること。 

生涯学習スポー

ツ課関係施設班 

（各施設の長） 

１ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ 所管施設が避難所となった場合の設営等の

協力に関すること。 

４ その他応急対策に関すること。  

中央図書館班 

（中央図書館

長） 

１ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ その他応急対策に関すること。 

長沼、岩瀬図書

館班 

（長沼図書館

長、岩瀬図書館

長） 

１ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ その他応急対策に関すること。 

文化交流部 

（文化交流

部長） 

        

    

        

                      

             

                      

                    

                 

        

    

        

      

                     

    

                     

    

                

        

        

        

                      

    

                      

     

                      

          

                

       

       

    

                      

    

                      

     

                

        

   

        

        

   

                      

    

                      

    

                 

文化交流部 

（文化交流

部長） 

生涯学習スポー

ツ課班 

（生涯学習スポ

１ 社会教育施設、体育施設等の被害調査並び 

に応急復旧に関すること。 

２ 各公民館管内の災害情報収集に関すると。 
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文化振興課班 

（文化振興課

長） 

１ 文化財等の被害の調査に関すること。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ その他応急対策に関すること。 

文化振興課関係

施設班 

（各施設の長） 

１ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ その他応急対策に関すること。 

観光交流課班 

（観光交流課

長） 

１ 救援物資の受付及び配布に関すること。 

２ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

３ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

４ その他応急対策に関すること。 

ーツ課長） ３ 部内の各班との連絡調整に関すること。 

４ 部内の他班の所掌に属さない事項。 

５ その他応急対策に関すること。 

生涯学習スポー

ツ課関係施設班 

（各施設の長） 

１ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ 所管施設が避難所となった場合の設営等の

協力に関すること。 

４ 各公民館にあっては、管内の災害情報の収

集及び報告に関すること。 

５ その他応急対策に関すること。 

文化振興課班 

（文化振興課

長） 

１ 文化財等の被害の調査に関すること。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ その他応急対策に関すること。 

文化振興課関係

施設班 

（各施設の長） 

１ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ その他応急対策に関すること。 

観光交流課班 

（観光交流課

長） 

１ 救援物資の受付及び配布に関すること。 

２ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

３ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

４ その他応急対策に関すること。 
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観光交流課関係

施設班 

（各施設の長） 

１ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ 所管施設が避難所となった場合の設営等の

協力に関すること。 

４ その他応急対策に関すること。 

      

    

      

     

   

     

       

                      

    

                      

    

                      

   

                      

                

     

       

                      

    

                      

     

                 

       

       

   

                      

    

                      

     

                 

        

   

                      

    

観光交流課関係

施設班 

（各施設の長） 

１ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ 所管施設が避難所となった場合の設営等の

協力に関すること。 

４ その他応急対策に関すること。 

市民交流セ

ンター 

（市民交流

センター

長） 

総務課班 

（総務課長） 

１ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ センター内の各班との連絡調整に関するこ

と。 

４ センター内の他班の所掌に属さない事項。 

５ その他応急対策に関すること。 

企画課班 

（企画課長） 

１ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ その他応急対策に関すること。 

中央図書館班 

（中央図書館

長） 

１ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ その他応急対策に関すること。 

長沼、岩瀬図書

館班 

１ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 
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３ その他応急対策に関すること。 

市民福祉部 

（市民福祉

部長） 

社会福祉課班 

（社会福祉課

長） 

１ り災に対する支援対策に関すること。 

２ り災義援金品の受付及び配付に関するこ

と。 

３ 避難所開設及び運営に関すること。 

４ り災地における生活保護世帯及び心身障が

い者（児）世帯の支援対策に関すること。 

５ 災害ボランティアに関すること。 

６ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

７ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

８ 部内の各班との連絡調整に関すること。 

９ 部内の他班の所掌に属さない事項。 

10 その他応急対策に関すること。 

長寿福祉課班 

（長寿福祉課

長） 

１ り災地における高齢者世帯の支援対策に関

すること。 

２ 福祉避難所の開設及び運営に関すること。 

３ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

４ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

５ 所管施設が避難所となった場合の設営等の

協力に関すること。 

６ その他応急対策に関すること。 

（長沼図書館

長、岩瀬図書館

長） 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ その他応急対策に関すること。 

市民福祉部 

（市民福祉

部長） 

社会福祉課班 

（社会福祉課

長） 

１ り災に対する支援対策に関すること。 

２ り災義援金品の受付及び配付に関するこ

と。 

３ 避難所開設及び運営に関すること。 

４ り災地における生活保護世帯及び心身障が

い者（児）世帯の支援対策に関すること。 

５ 災害ボランティアに関すること。 

６ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

７ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

８ 部内の各班との連絡調整に関すること。 

９ 部内の他班の所掌に属さない事項。 

10 その他応急対策に関すること。 

長寿福祉課班 

（長寿福祉課

長） 

１ り災地における高齢者世帯の支援対策に関

すること。 

２ 福祉避難所の開設及び運営に関すること。 

３ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

４ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

５ 所管施設が避難所となった場合の設営等の

協力に関すること。 

６ その他応急対策に関すること。 
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保険年金課班 

（保険年金課

長） 

１ 避難所開設及び運営に関すること。 

２ その他応急対策に関すること。 

健康づくり課班 

（健康づくり課

長） 

１ 医薬品その他の衛生資材の確保及び配分に

関すること。 

２ 医療機関の被害の調査及びその対策に関す

ること。 

３ 被害地における感染症の予防に関するこ

と。 

４ 災害時における応急医療及び助産に関する

こと。 

５ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

６ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

７ 所管施設が避難所となった場合の設営等の

協力に関すること。 

８ その他応急対策に関すること。 

市民課班 

（市民課長） 

１ 桙衝市民サービスセンター管内の災害情報

収集に関すること。 

２ 本部と桙衝市民サービスセンターとの連絡

に関すること。 

３ その他応急対策に関すること。 

長沼、岩瀬市民

サービスセンタ

ー班 

（長沼市民サー

１ 管内の災害情報の収集及び報告 に関する

こと。 

２ 所管施設の電源及び電話回線の確保に関す

ること。 

保険年金課班 

（保険年金課

長） 

１ 避難所開設及び運営に関すること。 

２ その他応急対策に関すること。 

健康づくり課班 

（健康づくり課

長） 

１ 医薬品その他の衛生資材の確保及び配分に

関すること。 

２ 医療機関の被害の調査及びその対策に関す

ること。 

３ 被害地における感染症の予防に関するこ

と。 

４ 災害時における応急医療及び助産に関する

こと。 

５ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

６ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

７ 所管施設が避難所となった場合の設営等の

協力に関すること。 

８ その他応急対策に関すること。 

市民課班 

（市民課長） 

１ 桙衝市民サービスセンター管内の災害情報

収集に関すること。 

２ 本部と桙衝市民サービスセンターとの連絡

に関すること。 

３ その他応急対策に関すること。 

長沼、岩瀬市民

サービスセンタ

ー班 

（長沼市民サー

１ 管内における緊急又は応急的対応に関する

こと。 

２ 所管施設の電源及び電話回線の確保に関す

ること。 
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ビスセンター所

長、岩瀬市民サ

ービスセンター

所長） 

３ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

                  

                      

    

４ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

５ 所管施設が避難所となった場合の設営等の

協力に関すること。 

６ その他応急対策に関すること。 

        

       

        

        

   

                      

   

                      

    

                      

     

                 

経済環境部 

（経済環境

部長） 

農政課班 

（農政課長） 

１ 農林業の災害状況調査及び応急対策に関す

ること。 

２ 土砂災害発生箇所の調査及び応急復旧に関

すること。 

３ 農業気象に関すること。 

４ 農産物の技術対策に関すること。 

５ 家畜伝染病の予防及び防疫に関すること。 

６ 林業用施設等          の被害

の調査及び応急復旧に関すること。 

７ 農業用施設等の被害の調査及び応急復旧に

ビスセンター所

長、岩瀬市民サ

ービスセンター

所長） 

３ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

４ 庁用自動車の配車に関すること。 

５ 管内の災害情報収集及び報告に関するこ

と。 

６ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

７ 所管施設が避難所となった場合の設営等の

協力に関すること。 

８ その他応急対策に関すること。 

桙衝市民サービ

スセンター班 

（桙衝市民サー

ビスセンター所

長） 

１ 管内の災害情報の収集及び報告に関するこ

と。 

２ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

３ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

４ その他応急対策に関すること。 

経済環境部 

（経済環境

部長） 

農政課班 

（農政課長） 

１ 農林業の災害状況調査及び応急対策に関す

ること。 

２ 土砂災害発生箇所の調査及び応急復旧に関

すること。 

３ 農業気象に関すること。 

４ 農産物の技術対策に関すること。 

５ 家畜伝染病の予防及び防疫に関すること。 

６ 農道、林道、溜池、用排水路、堤等の被害

の調査及び応急復旧に関すること。 

７ 農業用施設 の被害の調査及び応急復旧に
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関すること。 

８ 部内の各班との連絡調整に関すること。 

９ 部内の他班の所掌に属さない事項。 

10 その他応急対策に関すること。 

商工課班 

（商工課長） 

１ 応急救助のための食料品類、毛布、衣料、

寝具、ローソクその他生活必需品の調達に関

すること。 

２ 商工業関係の被害の調査及びその対策に関

すること。 

３ 被災者の就業に関すること。 

４ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

５ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

６ 所管施設が避難所となった場合の設営等の

協力に関すること。 

７ その他応急対策に関すること。 

環境課班 

（環境課長） 

１ 環境衛生に関すること。 

２ 原子力災害（放射性物質）の状況調査及び

その対策に関すること。 

３ その他応急対策に関すること。 

建設部 

（建設部

長） 

道路河川課班 

（道路河川課

長） 

１ 道路、橋梁及び河川の被害の調査並びに応

急復旧に関すること。 

２ 交通不能箇所の調査及び交通路線の決定に

関すること。 

３ 土砂災害発生箇所の調査及び応急復旧に関

すること。 

関すること。 

８ 部内の各班との連絡調整に関すること。 

９ 部内の他班の所掌に属さない事項。 

10 その他応急対策に関すること。 

商工課班 

（商工課長） 

１ 応急救助のための食料品類、毛布、衣料、

寝具、ローソクその他生活必需品の調達に関

すること。 

２ 商工業関係の被害の調査及びその対策に関

すること。 

３ 被災者の就業に関すること。 

４ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

５ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

６ 所管施設が避難所となった場合の設営等の

協力に関すること。 

７ その他応急対策に関すること。 

環境課班 

（環境課長） 

１ 環境衛生に関すること。 

２ 原子力災害（放射性物質）の状況調査及び

その対策に関すること。 

３ その他応急対策に関すること。 

建設部 

（建設部

長） 

道路河川課班 

（道路河川課

長） 

１ 道路、橋梁及び河川の被害の調査並びに応

急復旧に関すること。 

２ 交通不能箇所の調査及び交通路線の決定に

関すること。 

３ 土砂災害発生箇所の調査及び応急復旧に関

すること。 
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４ 水防活動（水防資材の調達を含む。）に関

すること。 

５ 部内の各班との連絡調整に関すること。 

６ 部内の他班の所掌に属さない事項。 

７ その他応急対策に関すること。 

建築住宅課班 

（建築住宅課

長） 

１ 市営住宅の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

２ 応急仮設住宅の供与（建設型・借上型）に

関すること。 

３ 公営住宅の空き住戸への一時受入れに関す

ること。 

４ 建築物の応急危険度判定に関すること。 

５ 住宅における障害物の除去に関すること。 

６ 住宅の応急修理に関すること。 

７ その他応急対策に関すること。 

都市計画課班 

（都市計画課

長） 

１ 土砂災害発生箇所の調査及び応急復旧に関

すること。 

２ 都市施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ 区画整理事業区域内の被害の調査及び応急

復旧に関すること。 

４ その他応急対策に関すること。 

会計部 

（会計管理

者） 

会計課班 

（会計課長） 

１ 災害応急対策に要する経費の出納に関する

こと。 

２ 災害救助寄附金の出納に関すること。 

３ その他応急対策に関すること。 

上下水道部 経営課班 １ 飲料水、医療用水等の供給に関すること。 

４ 水防活動（水防資材の調達を含む。）に関

すること。 

５ 部内の各班との連絡調整に関すること。 

６ 部内の他班の所掌に属さない事項。 

７ その他応急対策に関すること。 

建築住宅課班 

（建築住宅課

長） 

１ 市営住宅の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

                      

       

                      

     

                     

                      

                 

                 

都市計画課班 

（都市計画課

長） 

１ 土砂災害発生箇所の調査及び応急復旧に関

すること。 

２ 都市施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ 区画整理事業区域内の被害の調査及び応急

復旧に関すること。 

４ その他応急対策に関すること。 

会計部 

（会計管理

者） 

会計課班 

（会計課長） 

１ 災害応急対策に要する経費の出納に関する

こと。 

２ 災害救助寄附金の出納に関すること。 

３ その他応急対策に関すること。 

上下水道部 経営課班 １ 飲料水、医療用水等の供給に関すること。 
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（上下水道

部長） 

（経営課長） ２ 部内の各班との連絡調整に関すること。 

３ 部内の他班の所掌に属さない事項。 

４ その他応急対策に関すること。 

水道施設課班 

（水道施設課

長） 

１ 配水施設及び付属施設の被害の調査並びに

応急復旧に関すること。 

２ 取水、導水、浄水、送水及び配水池の被害

の調査並びに応急復旧に関すること。 

３ その他応急復旧に関すること。 

下水道施設課班 

（下水道施設課

長） 

１ 下水道施設の被害の調査及び応急復旧に関

すること。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ その他応急復旧に関すること。 

教育部 

（教育部

長） 

教育総務課班 

（教育総務課

長） 

１ 事務局内の職員の動員に関すること。 

２ 教育関係施設の緊急利用に関すること。 

３ 公立学校施設の被害の調査及び応急復旧に

関すること。 

４ 事務局内の各班との連絡調整に関するこ

と。 

５ 事務局内の他班の所掌に属さない事項。 

６ その他応急対策に関すること。 

学校教育課班 

（学校教育課

長） 

１ 被害地の応急教育及び教職員の動員に関す

ること。 

２ り災した児童生徒の保健管理及び学校給食

に関すること。 

３ り災した児童生徒に対する学用品の支給に

関すること。 

（上下水道

部長） 

（経営課長） ２ 部内の各班との連絡調整に関すること。 

３ 部内の他班の所掌に属さない事項。 

４ その他応急対策に関すること。 

水道施設課班 

（水道施設課

長） 

１ 配水施設及び付属施設の被害の調査並びに

応急復旧に関すること。 

２ 取水、導水、浄水、送水及び配水池の被害

の調査並びに応急復旧に関すること。 

３ その他応急復旧に関すること。 

下水道施設課班 

（下水道施設課

長） 

１ 下水道  の被害の調査及び応急復旧に関

すること。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ その他応急復旧に関すること。 

教育部 

（教育部

長） 

教育総務課班 

（教育総務課

長） 

１ 事務局内の職員の動員に関すること。 

２ 教育関係施設の緊急利用に関すること。 

３ 公立学校施設の被害の調査及び応急復旧に

関すること。 

４ 事務局内の各班との連絡調整に関するこ

と。 

５ 事務局内の他班の所掌に属さない事項。 

６ その他応急対策に関すること。 

学校教育課班 

（学校教育課

長） 

１ 被害地の応急教育及び教職員の動員に関す

ること。 

２ り災した児童生徒の保健管理及び学校給食

に関すること。 

３ り災した児童生徒に対する学用品の支給に

関すること。 



須賀川市水防計画 新旧対照表 
 

(16/51） 

 

修正後 修正前 

４ その他応急対策に関すること。 

各小中学校・義

務教育学校班 

（各学校長） 

１ 児童生徒の避難及び救護に関すること。 

２ 応急教育に関すること。 

３ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

４ 所管施設が避難所となった場合の設営等の

協力に関すること。 

５ その他応急対策に関すること。 

岩瀬学校給食セ

ンター班 

（ 所長） 

１ り災した児童生徒の学校給食に関するこ

と。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ その他応急対策に関すること。 

こども課班 

（こども課長） 

１ り災地における児童及び母子世帯の救護対

策に関すること。 

２ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

３ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

４ その他応急対策に関すること。 

こども課関係各

施設班 

（各施設の長） 

１ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ その他応急対策に関すること。 

 

 

４ その他応急対策に関すること。 

各小中学校・義

務教育学校班 

（各学校長） 

１ 児童生徒の避難及び救護に関すること。 

２ 応急教育に関すること。 

３ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

４ 所管施設が避難所となった場合の設営等の

協力に関すること。 

５ その他応急対策に関すること。 

各 学校給食セ

ンター班 

（各所長） 

１ り災した児童生徒の学校給食に関するこ

と。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ その他応急対策に関すること。 

こども課班 

（こども課長） 

１ り災地における児童及び母子世帯の救護対

策に関すること。 

２ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

３ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

４ その他応急対策に関すること。 

こども課関係各

施設班 

（各施設の長） 

１ 所管施設の利用者の避難及び救護に関する

こと。 

２ 所管施設の被害の調査及び応急復旧に関す

ること。 

３ その他応急対策に関すること。 

 

 



須賀川市水防計画 新旧対照表 
 

(17/51） 

 

修正後 修正前 

第３章  重要水防箇所 

１ 重要水防箇所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章  重要水防箇所 

１ 重要水防箇所 
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(18/51） 

 

修正後 修正前 

２ 重要水防要注意区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 重要水防要注意区間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



須賀川市水防計画 新旧対照表 
 

(19/51） 

 

修正後 修正前 

第４章  水 防 施 設 

 

第１節 水防倉庫の資器材備蓄基準 

 

（略） 

 

２ 水防倉庫の資器材備蓄基準 

次の基準をもとに、危険区域の実態に即応した、必要な資器材等を備

えておくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

第４章  水 防 施 設 

 

第１節 水防倉庫の資器材備蓄基準 

 

（略） 

 

２ 水防倉庫の資器材備蓄基準 

次の基準をもとに、危険区域の実態に即応した、必要な資器材等を備

えておくものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

単位 数量 単位 数量

スコップ 丁 20
杭木(長0.6～1m､末口5～
9㎝)又は鉄筋杭(径16mm

以上)
本 300

掛矢 丁 ５  土のう袋 袋 500

おの 丁 ５  ビニールシート 袋 60

鋸 丁 ５  縄（110～140ｍ／巻） 巻 20

鎌 丁 ５  鉄     線（＃１０） Kg 20

ペンチ 丁 ５
 大型土のう袋(r1.0m×
h1.1m)

袋 50

品 名 ・ 規 格 品　名　・　規　格

器
　
　
　
　
　
　
　
　
　
材

 
資
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
材



須賀川市水防計画 新旧対照表 
 

(20/51） 

 

修正後 修正前 

１ 上記のほか、水防工法上必要な資器材を若干量備蓄しておくこと。 

２ 土のう等に使用する土砂は、水防用地から採取することとし、水防

用地が無い、又は採取自体が困難な地区については、適当に土砂を備

蓄すること。 

また、水防用地はその管理を適切に行い、土砂量の把握に努めるこ

と。 

３ 資器材の規格については、実情に応じて変更すること。 

 

（略） 

第２節 水防倉庫及び水中ポンプ    の資機材等設備状況 

１ 水防倉庫並びに備蓄資機材一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 上記のほか、水防工法上必要な資器材を若干量備蓄しておくこと。 

２ 低湿地帯で、土のう用土砂の採取不可能な地区については、適当 

量の土砂を備蓄すること。                    

       

                               

   

３ 資器材の規格については、実情に応じて変更すること。 

 

（略） 

第２節 水防倉庫及び水中ポンプ格納倉庫の資機材等設備状況 

１ 水防倉庫並びに備蓄資機材一覧 
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(21/51） 

 

修正後 修正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



須賀川市水防計画 新旧対照表 
 

(22/51） 

 

修正後 修正前 

２ 水中ポンプ    及び機材一覧表 

 内水排除活動用資機材として、次表の資機材を整備し、円滑な活動に備

えるものとする。 

 ⑴ 道路河川課管理水中ポンプ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 水中ポンプ格納倉庫及び機材一覧表 

 内水排除活動用資機材として、次表の資機材を整備し、円滑な活動に備

えるものとする。 
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(23/51） 

 

修正後 修正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



須賀川市水防計画 新旧対照表 
 

(24/51） 

 

修正後 修正前 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 下水道施設課管理水中ポンプ等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新規） 
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(25/51） 

 

修正後 修正前 

 

（略） 

第３節 調達可能水防資材 

備蓄資材の使用または損傷により不足を生じた場合の補充及び緊急時の補

給に備えるため、   水防資材取扱業者の         連絡先、調

達可能資材等の確認をしておくものとする。 

なお、各分団において状況の急変等により水防本部に要請する時間的余裕

がないときは、各分団長は当該地域の業者等により調達するものとする。こ

の場合はその旨を水防本部長あて報告するものとする。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第３節 調達可能水防資材 

備蓄資材の使用または損傷により不足を生じた場合の補充及び緊急時の補

給に備えるため、下記の水防資材取扱業者と予め契約の締結又は連絡先、調

達可能資材等の確認をしておくものとする。 

なお、各分団において状況の急変等により水防本部に要請する時間的余裕

がないときは、各分団長は当該地域の業者等により調達するものとする。こ

の場合はその旨を水防本部長あて報告するものとする。 

 

水防資材取扱業者一覧表 

１ 土のう袋 
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(26/51） 

 

修正後 修正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 金 物 類 

 

 

 

 

 

 

３ く い 類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



須賀川市水防計画 新旧対照表 
 

(27/51） 

 

修正後 修正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

第５節 費用負担と公用負担 

 

（略） 

 

４ ビニールシート・縄類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 砂利・砂類 

 

 

 

 

（略） 

 

 

第５節 費用負担と公用負担 

 

（略） 

 



須賀川市水防計画 新旧対照表 
 

(28/51） 

 

修正後 修正前 

２ 公用負担（根拠法令 水防法第28条） 

水防のため緊急の必要があるときは、市長、須賀川市水防（消防）団

長又は須賀川地方広域消防本部消防長は、次の権限を行使することがで

きる。ただし、損失を受けた者に対し、時価により損失を補償しなけれ

ばならない。 

    ・必要な土地の一時使用 

    ・土石、竹木その他の資材の使用     

    ・車両、その他の運搬用機器若しくは排水用機器の使用 

    ・工作物その他の障害物の処分 

 

 

 

 

 

 

２ 公用負担（根拠法令 水防法第28条） 

水防のため緊急の必要があるときは、市長、須賀川市水防（消防）団

長又は須賀川地方広域消防本部消防長は、次の権限を行使することがで

きる。ただし、損失を受けた者に対し、時価により損失を補償しなけれ

ばならない。 

    ・必要な土地の一時使用 

    ・土石、竹木その他の資材の使用又は収用 

    ・車両、その他の運搬用機器         の使用 

    ・工作物その他の障害物の処分 
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(29/51） 

 

修正後 修正前 

⑴ 公用負担権限証明書 

水防法第28条により公用負担を命じる権限を行使する者は、下記証

明書を携行し、必要ある場合は、これを提示すべきものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 公用負担命令票 

水防法第28条の規定により公用負担を命ずる権限を行使する際は、 

原則として下記のような命令票を目的物の所有者又はこれらに準ずる 

  者に渡した後に、これを行うものとする。 

 

⑴ 公用負担権限証明書 

水防法第28条により公用負担を命じる権限を行使する者は、下記証

明書を携行し、必要ある場合は、これを提示すべきものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 公用負担命令票 

水防法第28条の規定により公用負担を命ずる権限を行使する際は、 

原則として下記のような命令票を目的物の所有者又はこれらに準ずる 

べき者に渡して  、これを行うものとする。 
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(30/51） 

 

修正後 修正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 水位、雨量の観測所 
 

第１節 水位観測所 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 水位、雨量の観測所 
 

第１節 水位観測所 
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(31/51） 

 

修正後 修正前 

 

 

 

 

 

第 ２ 節  雨 量 観 測 所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ２ 節  雨 量 観 測 所  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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(32/51） 

 

修正後 修正前 

第６章 気象情報、水防情報の連絡 

 

第１節 水防通信連絡 

 

（略） 

２  庁 内 水 防 用 務 連 絡 表 （ 主 管 課 ）  

部   名 連絡担当課 電話番号 

企画政策部 企画政策課 88-9111 

総務部 

行政管理課 88-9120 

市民安全課 88-9185 

財務部 財政課 88-9121 

市民協働推進部 

市民協働推進課 94-4431 

生涯学習スポーツ課 88-9171 

第６章 気象情報、水防情報の連絡 

 

第１節 水防通信連絡 

 

（略） 

２  庁 内 水 防 用 務 連 絡 表       

部   名 連絡担当課 電話番号 

企画政策部 企画政策課 88-9111 

総務部 

行政管理課 88-9120 

市民安全課 88-9185 

財務部 財政課 88-9121 

文化交流部   

                  

生涯学習スポーツ課 88-9171 
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(33/51） 

 

修正後 修正前 

文化交流部    文化振興課 88-9172 

市民福祉部 社会福祉課 88-8111 

経済環境部 農 政 課 88-9140 

建 設 部 道路河川課 88-9148 

上下水道部 経 営 課 63-7118 

会計部   会 計 課 88-9161 

教育部   教育総務課 88-9166 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民交流センター 総務課   73-4407 

市民福祉部 社会福祉課 88-8111 

経済環境部 農 政 課 88-9140 

建 設 部 道路河川課 88-9148 

上下水道部 経 営 課 63-7111 

会計管理者 会 計 課 88-9161 

教育委員会 教育総務課 88-9166 

 

（略） 
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(34/51） 

 

修正後 修正前 

３ 退庁後水防連絡表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 退庁後水防連絡表 
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(35/51） 

 

修正後 修正前 

第２節 通報と伝達の系統図 

 

１ 水防用気象予警報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 通報と伝達の系統図 

 

１ 水防用気象予警報伝達系統図 
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(36/51） 

 

修正後 修正前 

２ 阿武隈川（上流）洪水予報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２         洪水予報伝達系統図 
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３ 釈迦堂川水位周知情報伝達系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新規） 
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第７章  洪水予報及び水防警報 

 

第１節 洪水予報 

 水防法第10条の第２項及び第11条の第１項の規定に基づき国土交通省福島

河川国道事務所及び県が福島地方気象台と共同して洪水予報を発表する河川

は次のとおりである。 

１ 阿武隈川上流洪水予想 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７章  洪水予報及び水防警報 

 

第１節 洪水予報 

 水防法第10条の第２項及び第11条の第１項の規定に基づき国土交通省福島

河川国道事務所及び県が福島地方気象台と共同して洪水予報を発表する河川

は次のとおりである。 

１ 阿武隈川上流洪水予想 
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（略） 

 

⑵ 福島県知事指定河川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 国土交通大臣が行う水防警報 

水防法第16条の規定により国土交通大臣が水防警報を行う指定河川、警報

事項等は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

⑵ 福島県知事指定河川 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２節 国土交通大臣が行う水防警報 

水防法第16条の規定により国土交通大臣が水防警報を行う指定河川、警報

事項等は次のとおりである。 
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１ 阿武隈川 

⑴ 水防警報を行う区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 水防警報の対象となる水位観測所        （単位：ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

１ 阿武隈川 

⑴ 水防警報を行う区域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 水防警報の対象となる水位観測所        （単位：ｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

水防管理団体 実施区域

（左）西白河郡矢吹町中沖地先

 （うつくしま大橋）　　　　           　　から

　    須賀川市前田川字二枚橋地先

     （乙字大橋）                           　まで

（右）石川郡玉川村大字小高石場地先

　　 （うつくしま大橋）　　　　　　           から

　　　石川郡玉川村大字竜崎字滝山地先　　　　　まで

(左) 須賀川市前田川字二枚橋地先　　　　　　　 から

　　　(乙字大橋)

須賀川市滑川字十貫内地先　　            まで

(右) 石川郡玉川村大字竜崎字滝山地先           から

　　 (乙字大橋)

     須賀川市江持字赤坂地先　                 まで

須賀川
玉川村

須賀川市

　須賀川市乙字大橋

  　　　　　　　から

　郡山市御代田橋
　　　　　　　　まで

阿武隈川

河川名 観測所名
水防管理団体及び実施区域

水防警報発表区域

玉城橋

鏡石町

矢吹町

玉川村

　矢吹町・玉川村
　うつくしま大橋

　　　　　　　　から

　須賀川市乙字大橋

　　　　　　　　まで
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⑶ 水防警報発表者 国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所長 

⑷ 対象水位観測所の水防警報の発表時期の基準    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 釈迦堂川 

（略） 

⑵ 水防警報の対象となる水位観測所        （単位：ｍ） 

 

 

 

 

 

⑶ 水防警報発表者 国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所長 

⑷ 対象水位観測所の水防警報の発表時期の基準    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 釈迦堂川 

（略） 

⑵ 水防警報の対象となる水位観測所        （単位：ｍ） 
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⑶ 水防警報発表者  国土交通省東北地方備局福島河川国道事務所長 

⑷ 対象水位観測所の水防警報の発表時期の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 福島県知事が行う水防警報 

１ 釈迦堂川 

（略） 

⑵ 水防警報の対象となる水位観測所 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

⑶ 水防警報発表者  国土交通省東北地方備局福島河川国道事務所長 

⑷ 対象水位観測所の水防警報の発表時期の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 福島県知事が行う水防警報 

１ 釈迦堂川 

（略） 

⑵ 水防警報の対象となる水位観測所 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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２ 滑川 

⑴ 水防警報を行う区域 

 

 

 

 

 

 

⑵ 水防警報の対象となる水位観測所  

 

 

 

 

 

⑶ 水防警報発表者  福島県須賀川土木事務所長 

⑷ 対象水位観測所の水防警報の発表時期の基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 
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第８章  水 防 活 動 

 

第１節 水 防 巡 視 

 

（略） 

２ 分団の水防受持区域 

担当分団 受け持ち区域 人 員 集合場所 責 任 者 

第２分団 

古舘、古河、栄

町、中宿、崩免、

境免、古屋敷、仲

の町、台、中曽

根、塚田、前川、

北町、長禄町、丸

田町、館取町、下

宿前、上人坦、六

郎兵衛、昭和町、

弘法坦、愛宕町 

24 第１班屯所 第２分団長 

第３分団 
浜尾、和田、前

田川 
32 前田川班屯所 第３分団長 

第８章  水 防 活 動 

 

第１節 水 防 巡 視 

 

（略） 

２ 分団の水防受持区域 

担当分団 受け持ち区域 人 員 集合場所 責 任 者 

第２分団 

古舘、古河、栄

町、中宿、崩免、

境免、古屋敷、仲

の町、台、中曽

根、塚田、前川、

北町、長禄町、丸

田町、館取町、下

宿前、上人坦、六

郎兵衛、昭和町、

弘法坦、愛宕町 

42 第１班屯所 第２分団長 

第３分団 
浜尾、和田、前

田川 
71 前田川班屯所 第３分団長 
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第４分団 

牛袋町、卸町、

岡東町、陣場

町、茶畑町、影

沼町、堀底町、

森宿、下宿町 

99 
西川班屯所 

下宿班屯所 
第４分団長 

第５分団 
岩渕、稲、保土

原 
67 岩渕班屯所 第５分団長 

第６分団 江持、堤 78 

上江持班屯所 

下江持班屯所 

堤班屯所 

第６分団長 

第７分団 滑川、十貫内 76 滑川班屯所 第７分団長 

第８分団 

下小山田、小作

田、市野関、日

照田、田中 

60 

下小山田班屯

所 

大東コミュニ

ティセンター 

市野関班屯所 

第８分団長 

第10分団 矢田野 82 矢田野班屯所 第10分団長 

第11分団 長沼、滝の一部 55 
長沼班屯所 

滝班屯所 
第11分団長 

   （令和６(2024)年４月１日現

在）  

（略） 

 

第２節 出動及び水防活動 

 

第４分団 

牛袋町、卸町、

岡東町、陣場

町、茶畑町、影

沼町、堀底町、

森宿、下宿町 

110 
西川班屯所 

下宿班屯所 
第４分団長 

第５分団 
岩渕、稲、保土

原 
90 岩渕班屯所 第５分団長 

第６分団 江持、堤 100 

上江持班屯所 

下江持班屯所 

堤班屯所 

第６分団長 

第７分団 滑川、十貫内 98 滑川班屯所 第７分団長 

第８分団 

下小山田、小作

田、市野関、日

照田、田中 

98 

下小山田班屯

所 

大東公民館 

市野関班屯所 

第８分団長 

第10分団 矢田野 118 矢田野班屯所 第10分団長 

第11分団 長沼、滝の一部 126 
長沼班屯所 

滝班屯所 
第11分団長 

                

 

（略） 

 

第２節 出動       
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修正後 修正前 

（略） 

 

第３節 水防通報 
 

（略） 

３ 避難のための立退き 

洪水、雨水出水によって氾濫による著しい危険が切迫していると認め

られるときは、市長は、必要と認める区域の居住者、滞在者等に対し水

防法第29条の規定による避難のための立退き又はその準備を指示するこ

とができる。なお、市長が指示する場合はその旨を須賀川警察署長に通

知するものとする。 

 

（略） 

 

第６節 水防活動の報告 

１ 水防（消防）団長は、水防活動終了後速やかに       水防本

部長に報告しなければならない。 

 

（略） 

 

第９章  水 防 演 習 

水防法第32条の２により  、水防（消防）団等による水防訓練を行うよ

（略） 

 

第３節 水防通報 
 

（略） 

３ 避難のための立退き 

市長が       氾濫による著しい危険が切迫していると認めら

れるときは、    必要と認める区域の住民       に対し水

防法第29条の規定による      立退き又はその準備を指示するこ

とができる。なお、市長が指示する場合はその旨を須賀川警察署長に通

知するものとする。 

 

（略） 

 

第６節 水防活動の報告 

１ 各分    団長は、水防活動終了後速やかに別記様式により水防本

部長に報告しなければならない。 

 

（略） 

 

第９章  水 防 演 習 

水防法第32条の２により毎年、水防（消防）団等による水防訓練を行う  
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う努めるものとする。 

 

（略） 

 

第１０章 

浸水想定区域等における円滑かつ迅速な 

避難の確保及び浸水の防止のための措置 

１ 浸水想定区域の指定状況 

国土交通省及び県は、洪水予報河川及び水位周知河川について、河川が

氾濫した場合や雨水出水による浸水が想定される区域を浸水想定区域とし

て指定し、指定区域及び浸水した場合に想定される水深を公表する。 

  現在、本市に関係する洪水浸水想定区域図は次のとおりである。 

  ⑴ 阿武隈川上流浸水想定区域図 

   （平成28(2016)年６月公表：国土交通省東北整備局福島河川国道事務

所） 

  ⑵ 釈迦堂川浸水想定区域図 

   （令和元(2019)年９月公表：福島県河川港湾総室河川整備課） 

     ものとする。 

 

（略） 

 

第１０章 

浸水想定区域等における円滑かつ迅速な 

避難の確保及び浸水の防止のための措置 

１ 浸水想定区域の指定状況 

国土交通省及び県は、洪水予報河川及び水位周知河川について、河川が

氾濫した場合に       浸水が想定される区域を浸水想定区域とし

て指定し、指定区域及び浸水した場合に想定される水深を公表する。 

  現在、本市に関係する洪水浸水想定区域図は次のとおりである。 

  ⑴ 阿武隈川上流浸水想定区域図 

   （平成28(2016)年６月公表：国土交通省東北整備局福島河川国道事務

所） 

  ⑵ 釈迦堂川浸水想定区域図 

   （令和元(2019)年９月公表：福島県河川港湾総室河川整備課） 



須賀川市水防計画 新旧対照表 
 

(48/51） 

 

修正後 修正前 

⑶ 阿武隈川水系滑川浸水想定区域図 

   （令和４(2022)年８月公表：福島県県中建設事務所） 

  ⑷ 雨水出水浸水想定区域 

   （令和６(2024)年５月公表：須賀川市） 

２ 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水防止のための 

措置 

 

（略） 

 

⑶ 浸水想定区域に次に掲げる施設がある場合にあっては、これらの施 

設の名称及び所在地 

 

（略） 

浸水想定区域内の要配慮者利用施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                         

             

                  

２ 浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水防止のための 

措置 

 

（略） 

 

⑶ 浸水想定区域に次に掲げる施設がある場合にあっては、これらの施 

設の名称及び所在地 

 

（略） 

浸水想定区域内の要配慮者利用施設 
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（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 


